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○福島県国土交通省所管公共用財産使用等条例施行規則 

平成十二年三月二十八日 

福島県規則第三十九号 

改正 平成一二年一二月二二日規則第一八八号 

〔福島県建設省所管公共用財産使用等条例施行規則〕をここに公布する。 

福島県国土交通省所管公共用財産使用等条例施行規則 

（平一二規則一八八・改称） 

（趣旨） 

第一条 この規則は、福島県国土交通省所管公共用財産使用等条例（平成十二年福島県条例

第百三十号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平一二規則一八八・一部改正） 

（使用等の許可の申請） 

第二条 条例第三条第一項の許可を受けようとする者は、公共用財産使用等許可申請書（様

式第一号）に次に掲げる書類等を添付して、知事に提出しなければならない。 

一 位置図（縮尺五万分の一以上のもの）及び付近見取図 

二 登記所備え付けの地図又はこれに準ずる図面の写し 

三 実測平面図 

四 求積図及び面積計算書 

五 構造図（施設又は工作物を設置する場合に限る。） 

六 関係市町村長の意見書 

七 利害関係人の同意書（同意が得られない場合は、その理由書） 

八 その他知事が必要と認めるもの 

（期間更新の許可の申請） 

第三条 条例第四条第一項の許可を受けようとする者は、公共用財産使用等期間更新許可申

請書（様式第二号）を知事に提出しなければならない。 

（許可事項の変更の許可の申請） 

第四条 条例第五条の許可を受けようとする者は、公共用財産使用等許可事項変更許可申請

書（様式第三号）に第二条各号に掲げる書類等を添付して、知事に提出しなければならな

い。ただし、知事が認める書類等については、その添付を省略することができる。 

（住所、氏名等の変更の届出） 

第五条 条例第六条の規定による届出は、住所氏名等変更届（様式第四号）を知事に提出し
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て行うものとする。 

（権利の譲渡の承認の申請） 

第六条 条例第八条の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書（様式第五号）に権

利を譲り受ける者の承諾書を添付して、知事に提出しなければならない。 

（地位の承継の届出） 

第七条 条例第九条第三項の規定による届出は、地位承継届（様式第六号）を知事に提出し

て行うものとする。 

（原状回復義務の免除の申請） 

第八条 条例第十一条第一項ただし書の承認を受けようとする者は、原状回復義務免除申請

書（様式第七号）を知事に提出しなければならない。 

（原状回復の届出） 

第九条 条例第十一条第二項の規定による届出は、原状回復届（様式第八号）を知事に提出

して行うものとする。 

（使用料等の減免の申請） 

第十条 条例第十四条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、書面により知事

に減免の申請をしなければならない。 

（書類等の経由） 

第十一条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する申請書等は、その公共用財産の使

用等の場所を所管する福島県建設事務所の長を経由しなければならない。 

附 則 

１ この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

２ 建設省所管公共用財産の使用等に関する規則（昭和六十二年福島県規則第二十二号）は、

廃止する。 

３ この規則の施行の日前において前項の規定による廃止前の建設省所管公共用財産の使

用等に関する規則の規定により徴収すべきであった使用料等については、なお従前の例に

よる。 
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附 則（平成一二年規則第一八八号） 

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

（平12規則188・一部改正） 

様式第８号（第９条関係） 

（平12規則188・一部改正） 

 


